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   Ａ６１Ｐ  25/28     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  25/14     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  25/16     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  37/02     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ   7/02     (2006.01)
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【誤訳訂正書】
【提出日】平成29年2月6日(2017.2.6)
【誤訳訂正１】
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【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トランスグルタミナーゼ阻害剤を用いた治療に反応性である疾患もしくは症状の、治療
又は予防において使用するための式Ｉの化合物、又はその薬学的及び／又は獣医学的に許
容される塩又は溶媒和物。
【化１】

［式中、
Ｒ１は、Ｒ４Ｃ（Ｏ）－、Ｒ５ＯＣ（Ｏ）－、及びＲ６Ｓ（Ｏ）２－から選択され、
　　ここで、
　　Ｒ４は、低級アルキル基であり、
　　Ｒ５は、複素環基、アラルキル基、及び低級アルキル基からなる群より選択され、
　　前記低級アルキル基は、直鎖又は分枝鎖の、環式又は非環式の、飽和されているＣ１

－Ｃ２０アルキルであり、
　　前記アラルキル基は、１つの飽和、非環式Ｃ１－６アルキレン基で置換され、前記１
つの飽和、非環式Ｃ１－６アルキレン基により、Ｒ５ＯＣ（Ｏ）－のエステル部分へ結合
されたアリール基であり、
　　前記アリール基は、前記１つの飽和、非環式Ｃ１－６アルキレン基以外に、フルオロ
、シアノ、ニトロ、低級アルキル、ＯＲ、Ｃ（Ｏ）Ｒ、Ｃ（Ｏ）ＯＲ、Ｃ（Ｏ）ＮＲＲ’
、及びＮＲＲ’（ここで、Ｒ及びＲ’は、低級アルキル基を表す）から選択される１つ以
上の置換基で置換された、又は置換されていない、６から１０員の炭素環式芳香族基であ
り、
　　Ｒ６は、フェニル基又はナフチル基であり、
Ｒ２は、水素であり；かつ
Ｒ３は、－Ｃ（Ｏ）Ｒ７及び－Ｓ（Ｏ）２ＣＨ＝ＣＨ２からなる群より選択され、
　　ここで、Ｒ７は、ハロゲン化アルキル、アルキレンジアルキルスルホニウム、及び低
級アルケニル基からなる群より選択され、
　　前記低級アルケニル基は、直鎖又は分枝鎖の、環式又は非環式の、Ｃ２－Ｃ２０アル
ケニルである］
【請求項２】
　Ｒ１がＲ４Ｃ（Ｏ）－である、請求項１に記載の化合物。
【請求項３】
　Ｒ４が：
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【化２】

である、請求項２に記載の化合物。
【請求項４】
　Ｒ１がＲ５ＯＣ（Ｏ）－である、請求項１に記載の化合物。
【請求項５】
　Ｒ５が、直鎖Ｃ１－６アルキレン基により、Ｒ５ＯＣ（Ｏ）－のエステル部分へ結合さ
れたフェニル又はナフチル基を含んでなる、請求項４に記載の化合物。
【請求項６】
　Ｒ５が：
【化３】

である、請求項５に記載の化合物。
【請求項７】
　Ｒ１が、Ｒ６Ｓ（Ｏ）２－である、請求項１に記載の化合物。
【請求項８】
　Ｒ６が、ナフチル基である、請求項７に記載の化合物。
【請求項９】
　Ｒ７が、ハロゲン化アルキル基である、請求項１に記載の化合物。
【請求項１０】
　Ｒ７が、アルキレンジアルキルスルホニウム基である、請求項１に記載の化合物。
【請求項１１】
　Ｒ７が、低級アルケニル基である、請求項１に記載の化合物。
【請求項１２】
　Ｒ３が
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【化４】

である、請求項１～９のいずれか１項に記載の化合物。
【請求項１３】
　下記表１及び２中に記載の下記化合物群より選択される、請求項１に記載の化合物。
ＥＢ　１－３２、ＥＢ　１－３３、ＥＢ　１－５０、ＥＢ　２－１３、ＥＢ　１－３７、
ＥＢ　１－４６、ＥＢ　１－８７、ＥＢ　１－９１、ＥＢ　１－８１、ＥＢ　１－１３７
、ＥＢ　１－１３８、ＥＢ　１－１３６、ＥＢ２－５８、ＥＢ　１－１２８、ＥＢ　２－
２８、ＥＢ　１－１２３、ＥＢ　１－１１１、ＥＢ　１－１７６、ＥＢ　１－１７８、Ｅ
Ｂ　１－１８０、ＥＢ　１－１７７、ＥＢ　２－３０、ＥＢ　１－１８１、ＥＢ　２－１
７、ＥＢ　２－５４、ＥＢ　２－１８、ＥＢ　２－１６、ＥＢ　２－３５及びＥＢ　２－
３２
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【表１】
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【表２】
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【表３】



(8) JP 2015-533154 A5 2017.3.16

【表４】

【請求項１４】
　前記疾患又は症状が、線維症（嚢胞性線維症など）、瘢痕化、神経変性性疾患（アルツ
ハイマー病、ハンチントン病、及びパーキンソン病など）、自己免疫疾患（多発性硬化症
及びセリアック病など）、血栓症、増殖性障害（癌など）、ＡＩＤＳ、乾癬、及び炎症（
慢性炎症性疾患など）からなる群より選択される、請求項１～１３のいずれか１項に記載
の化合物。
【請求項１５】
　式Ｉの化合物、又はその薬学的及び／又は獣医学的に許容される塩又は溶媒和物。
【化５】

［式中、
Ｒ１は、Ｒ４Ｃ（Ｏ）－、Ｒ５ＯＣ（Ｏ）－、及びＲ６Ｓ（Ｏ）２－から選択され、
　　ここで、
　　Ｒ４は、低級アルキル基であり、
　　Ｒ５は、複素環基、アラルキル基、及び低級アルキル基からなる群より選択され、
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　　前記低級アルキル基は、直鎖又は分枝鎖の、環式又は非環式の、飽和されているＣ１

－Ｃ２０アルキルであり、
　　前記アラルキル基は、１つの飽和、非環式Ｃ１－６アルキレン基で置換され、前記１
つの飽和、非環式Ｃ１－６アルキレン基により、Ｒ５ＯＣ（Ｏ）－のエステル部分へ結合
されたアリール基であり、
　　前記アリール基は、前記１つの飽和、非環式Ｃ１－６アルキレン基以外に、フルオロ
、シアノ、ニトロ、低級アルキル、ＯＲ、Ｃ（Ｏ）Ｒ、Ｃ（Ｏ）ＯＲ、Ｃ（Ｏ）ＮＲＲ’
、及びＮＲＲ’（ここで、Ｒ及びＲ’は、低級アルキル基を表す）から選択される１つ以
上の置換基で置換された、又は置換されていない、６から１０員の炭素環式芳香族基であ
り、
　　Ｒ６は、フェニル基又はナフチル基であり、
Ｒ２は、水素であり；かつ
Ｒ３は、－Ｃ（Ｏ）Ｒ７及び－Ｓ（Ｏ）２ＣＨ＝ＣＨ２からなる群より選択され、
　　ここで、Ｒ７は、ハロゲン化アルキル、アルキレンジアルキルスルホニウム、及び低
級アルケニル基からなる群より選択され、
　　前記低級アルケニル基は、直鎖又は分枝鎖の、環式又は非環式の、Ｃ２－Ｃ２０アル
ケニルである］
【請求項１６】
　下記表１及び２中に記載の下記化合物群より選択される、請求項１５に記載の化合物。
ＥＢ　１－３２、ＥＢ　１－３３、ＥＢ　１－５０、ＥＢ　２－１３、ＥＢ　１－３７、
ＥＢ　１－４６、ＥＢ　１－８７、ＥＢ　１－９１、ＥＢ　１－８１、ＥＢ　１－１３７
、ＥＢ　１－１３８、ＥＢ　１－１３６、ＥＢ２－５８、ＥＢ　１－１２８、ＥＢ　２－
２８、ＥＢ　１－１２３、ＥＢ　１－１１１、ＥＢ　１－１７６、ＥＢ　１－１７８、Ｅ
Ｂ　１－１８０、ＥＢ　１－１７７、ＥＢ　２－３０、ＥＢ　１－１８１、ＥＢ　２－１
７、ＥＢ　２－５４、ＥＢ　２－１８、ＥＢ　２－１６、ＥＢ　２－３５及びＥＢ　２－
３２
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【表５】
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【表６】
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【表７】
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【表８】

【請求項１７】
　下記表３中に記載の下記化合物群より選択される化合物、又はその薬学的及び／又は獣
医学的に許容される塩又は溶媒和物。
ＥＢ　１－１５５、ＥＢ　１－１５９及びＥＢ　２－５７
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【表９】

【請求項１８】
　トランスグルタミナーゼ阻害剤を用いた治療に反応性である疾患もしくは症状の、治療
又は予防において使用するための請求項１７に記載の化合物、又はその薬学的及び／又は
獣医学的に許容される塩又は溶媒和物。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２２】
　用語「低級アルケニル」は、直鎖又は分枝鎖の、環式又は非環式の、Ｃ２－Ｃ２０アル
ケニルを包含することが意図されている。
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